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Information' s
くらしのおしらせみとよ
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▲

問い合わせ　税務課　☎73-3006
市税および保険料・使用料などは、納期限内に納付を

　
市
民
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
と
と

も
に
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
維
持
向
上
を

目
的
に
、
市
税
お
よ
び
保
険
料
、
使
用
料

な
ど
の
税
外
未
収
金
の
回
収
業
務
を
強
化

し
て
い
ま
す
。

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
が
な
い
場
合
は
、

督
促
状
や
催
告
書
を
送
付
し
、
早
期
の
納

付
を
促
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
納
付
ま
た
は
納
付
相
談
が
な

い
場
合
に
は
、
未
納
と
な
っ
て
い
る
債
権

の
種
類
に
応
じ
て
、
次
の
よ
う
な
措
置
を

と
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

•
預
貯
金
、
給
与
、

売
掛
金
な
ど
の
財

産
差
押

•
法
務
大
臣
の
許
可

を
受
け
た
債
権
回

収
会
社
へ
の
回
収

委
託

納
期
限
内
に
納
付
が
無
い
場
合
の
流
れ

納
期
が
困
難
な
場
合

　
や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、
お
早
め
に
各
債
権
の
担
当
課
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
の
人

（
普
通
徴
収
）

•
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら
な
い
人

•
市
内
に
転
入
し
て
き
た
人

•
保
険
料
の
額
が
変
更
に
な
っ
た
人

•
年
度
途
中
で
制
度
の
対
象
年
齢
に
な
っ
た
人

　
介
護
保
険
料
：
65
歳

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
：
75
歳

納
め
方

•
納
付
書
で
市
役
所
・
各
支
所
・
指
定
金
融

機
関
の
窓
口
で
納
付

•
口
座
振
替
で
納
付
（
金
融
機
関
に
届
け
出

が
必
要
） 

※
口
座
振
替
手
続
き
は
「
国
民
健
康
保
険
税
」

「
介
護
保
険
料
」「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
」
の
そ
れ
ぞ
れ
で
届
け
出
が
必
要
で
す
。 

※
全
期
前
納
を
希
望
さ
れ
る
人
は
、
全
て
の
納

付
書
（
８
枚
綴
り
）
で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　（
全
期
前
納
用
納
付
書
は
添
付
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
）

※
10
月
支
給
分
の
年
金
か
ら
保
険
税
・
保
険
料

の
天
引
き
が
開
始
さ
れ
る
人
は
、
第
１
〜

３
期
は
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納

め
て
く
だ
さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
の
み
、コ
ン
ビ
ニ
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
の
納
付
が
可
能
で
す
。

令
和
５
年
度
納
期
限
（
口
座
振
替
日
）

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
人

（
特
別
徴
収
）

　
対
象
年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の
人
で
、

国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料
の
合
計
額
、

ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護
保

険
料
の
合
算
額
が
、
対
象
年
金
受
給
額
の

１
／
２
を
超
え
な
い
人

納
め
方

•
年
６
回
の
年
金
支
給
月
に
天
引
き

仮
徴
収
　
４
月
、
６
月
、
８
月

　
前
年
の
所
得
が
確
定
し
て
い
な
い
た
め
、

暫
定
額
を
天
引
き
し
ま
す
。

本
徴
収
　
10
月
、
12
月
、
2
月

　
確
定
し
た
額
か
ら
仮
徴
収
分
を
差
し
引
い

た
額
を
、
３
回
に
分
け
て
天
引
き
し
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
と
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
は
、
特
別
徴
収
を
中
止
し
て
口
座
振
替

に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
変
更
す

る
場
合
は
、
税
務
課
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
滞
納
が
無
い
な
ど
一

定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
掛
け
金
は
、
所
得
税

や
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

▲

問い合わせ　税務課　☎73-3006
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納め方

▲

問い合わせ　税務課　☎73-3006

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の
納税通知書を7月中に送付します

納
税
義
務
者
は
世
帯
主

　
世
帯
に
加
入
者
が
い
れ
ば
、
納
税
通
知
書
は
本
人

が
加
入
し
て
い
な
く
て
も
世
帯
主
宛
て
に
送
ら
れ
ま

す
。

国
民
健
康
保
険
税
の

計
算
方
法

　
医
療
分
・
後
期
高

齢
者
支
援
分
・
介
護

分
ご
と
に
計
算
し
た

「
所
得
割
」
「
均
等

割
」「
平
等
割
」
の

額
を
合
算
し
て
、
世

帯
ご
と
に
算
出
し
ま

す
。
な
お
、
世
帯
の

所
得
に
応
じ
て
均
等

割
と
平
等
割
に
、

７
、
５
、
２
割
の
軽

減
制
度
が
あ
り
ま
す
。

未
申
告
の
人
は
令
和

４
年
中
の
所
得
申
告

を
お
願
い
し
ま
す
。

（
※
加
入
し
て
い
な

い
世
帯
主
も
申
告
が

必
要
で
す
）

非
自
発
的
失
業
者
に
対
す
る
軽
減
制
度

　
非
自
発
的
失
業
（
会
社
の
倒
産
や
解
雇
、
雇
用
期

間
満
了
な
ど
）
に
よ
り
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

た
65
歳
未
満
の
人
は
、
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
ま

た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
通
知
を
添
え
て
申
請
す
る

こ
と
に
よ
り
、
軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を  

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　
今
年
度
65
歳
に
な
る
人
は
、
誕

生
日
以
降
に
送
付
し
ま
す
。

 

介
護
保
険
料
は
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
に
か
か
る
費
用
を
予
測
し
て
基

準
額
を
決
め
、
そ
れ
を
基
に
対
象

者
の
所
得
や
対
象
者
世
帯
の
市
民

税
課
税
状
況
な
ど
に
応
じ
て
、
９

段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

 

こ
の
基
準
額
は
３
年
ご
と
に
見

直
さ
れ
て
お
り
、
令
和
３
年
度
か

ら
令
和
５
年
度
の
基
準
額
は
、
年

額
７
２
，
０
０
０
円
で
す
。 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

納
入
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　
年
間
の
保
険
料
額
は
、
被
保
険

者
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割

額
」
と
、
被
保
険
者
の
前
年
中
の

所
得
に
応
じ
て
決
ま
る
「
所
得
割

額
」
を
合
算
し
て
算
出
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

計
算
方
法

くらしくらし

くらし

国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
を

７
月
上
旬
に
送
付
し
ま
す

所得割額
基礎控除後の総所得金額など
× 所得割率9.80％

均等割額　50,800円

年間保険料　限度額66万円

＝

＋

督
促
状
の
送
付

催
告
書
の
送
付

財
産
差
押
・

債
権
回
収
会
社
へ
回
収
を
委
託

⬅⬅

給料差押差押

銀
行

計算方法

所得割

課税限度額

（前年の総所得－基礎
 控除43万円）×税率

均等割

平等割

加入者の人数×税額

１世帯当たりの税額

医療分

2.6％

後期高齢者
支援分

2.2％

介護分
(40～64歳）

▲令和５年度の国民健康保険税率と課税限度額

1人当たり
 29,000円

1人当たり
8,400円

1人当たり
8,000円

27,000円

650,000円

8,400円

220,000円

8,000円

170,000円

7.4％

5/235/29

こ
ど
も
サ
ニ
ー
ハ
ウ
ス

比
地
大
小
学
校

子どもの第三の居場所を作ろう！
　４月に豊中地域子育て支援センター内に、子ども食堂
や学習支援などを行う子ども第三の居場所「こどもサ
ニーハウス」が開設され、セレモニーが行われました。

トラックを通して
省エネの大切さを学習

　四国運輸局主催の「交通安全・省エネトラック授業」
が行われました。トラックとの綱引きや死角体験など
から、交通安全や省エネの大切さを学びました。

第
１
期

第
２
期

第
３
期

第
４
期

第
５
期

第
６
期

第
７
期

第
８
期

７
月
31
日
（
月
）

８
月
31
日
（
木
）

10
月
２
日
（
月
）

10
月
31
日
（
火
）

11
月
30
日
（
木
）

12
月
25
日
（
月
）

１
月
31
日
（
水
）

2
月
29
日
（
木
）


